
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年８月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 定置網損傷 

発生日時 平成２９年９月１０日 １６時３８分ごろ 

発生場所 北海道石狩湾港北東方沖 

 石狩灯台から真方位３１５°１海里付近 

 （概位 北緯４３°１６.１′ 東経１４１°２０.７′） 

事故の概要 プレジャーボートHIKINAMI
ヒ キ ナ ミ

は、航行中、定置網に進入し、同施設が

損傷した。 

事故調査の経過 平成２９年９月１２日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート HIKINAMI、５トン未満（長さ６.３３ｍ） 

２３５－８０４３北海道、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

定置網 袋網固定用のロープ１本に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、航行中、石狩湾港北東方沖に設置

された定置網（以下「本件定置網」という。）に進入し、本件定置網

の袋網固定用のロープ１本を破損した。 

 本船は、ロープがプロペラに絡んで航行不能となったが、来援した

公益社団法人日本水難救済会石狩救難所の所属船に救助され、石狩湾

港にえい
．．

航された。 

分析  本船は、航行中、本件定置網に進入し、本件定置網が損傷したもの

と考えられるが、船長から情報が得られなかったため、本件定置網に

進入した状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、航行中、本件定置網に進入したことにより発生

したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・発航前に航行予定海域の水路調査を行い、定置網の設置場所には

近づかないこと。 
 


